
 

平成２2 年度環境教育講師謝礼金支援事業 

募集要項 

 

 

１．趣旨 

次の世代を担う子どもたちが、これからの時代にふさわしい環境配慮行動を身につけるために、

学校における環境教育の推進が求められております。地域の豊かな環境に出会い、身近な環境の

変化に気づく体験的な学習をすることは、子どもたちの「生きる力」を育むためにたいへん重要

です。 

また、地域においては、専門的な知識や技能を持つ環境学習リーダーが環境問題に取り組んで

おり、そのような人材を活用することで、地域と学校等の連携を図りながら環境教育を行うこと

は、環境への理解・関心を深めるうえで有効であると考えられます。 

 本事業は、学校等において、地域の環境学習リーダーを活用した環境教育を推進することを目

的に、講師等の謝礼金の一部を負担するものです。 

 

２．概要 

仙台市内の保育所、小中学校、高校が、環境に関する授業や学習会、クラブ活動などに環境学

習リーダー等を講師や講師助手として招いた際に、その謝礼金の一部を仙台市環境局が負担しま

す。 

 

３．対象となる事業と主催者 

仙台市内の国公立・私立の認可保育所、小中学校、高校が主催する環境に関する授業、学習会、

クラブ活動、こどもエコクラブ活動などです。 

 

４．対象となる分野・内容 

自然環境のほか、ごみなどの生活環境、地球環境など環境に関する幅広いテーマが対象です。 

 

５．講師 

 環境教育・学習に関わる活動を支援している個人や団体の方が対象です。 

 講師を選定する際のご参考に、環境学習の講師等の人材リストである「環境学習パートナーズ

リスト」（URL http://www.city.sendai.jp/kankyou/toshisuishin/ee/list/index.html）を

ご活用ください。 



 なお、リストに掲載されていない方を講師として招聘した場合でも、環境教育講師謝礼金支援

の対象になります。 

 

６．支援手続きの流れ 
 

           ②支援申請 ⑤報告書の提出・請求書の送付 
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                  ③支援決定 

 

               ①講師への依頼 

                             ⑥謝礼金の振込み 

       ④活動実施・ 

         請求書の提出 
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①講師への依頼 

 環境学習パートナーズリスト等を参考に講師と活動内容を決定し、主催者から講師に直接依頼

します。その際必要な機材・教材等を確認し、以降の連絡調整も行ってください。 

 また、仙台市環境交流サロンでは、講師や活動内容についてのご相談を受け付けております。

地域で活動する講師を紹介してほしい場合などお気軽にお問い合わせください。 
 

②支援申請 

 環境教育講師謝礼金支援申請書（様式１）を活動実施の２週間前までに、仙台市環境都市推進

課に提出してください。（庁内メール便の利用や、郵送可） 

 申請は年度内で随時受付いたしますが、予算の範囲内で申請順に支援決定を行います。申請時

期により、支援出来ない場合にはご了承ください。 
 

③支援決定 

 申請書受理後、支援決定の可否について審査し、申請を行った学校へ結果を通知いたします。

支援を決定した場合には、今後提出していただく書類一式を併せてお送りいたします。 

 ※ 支援決定後に重大な変更（内容、実施予定日、講師・講師助手の氏名及び人数に関する変

更）があった場合は活動内容変更届（様式 2）を提出していただき、再審査のうえ改めて通

知いたします。 
 

④活動実施・請求書の提出 

 活動は平成 2３年３月中旬までに実施してください。 

 講師は活動後に謝礼金の請求書を主催者に提出してください。 
 

⑤報告書の提出・請求書の送付 

 活動実施後、速やかに活動実施報告書（様式 3）を添付書類と併せて提出してください。また、

講師から提出された請求書も併せて送付してください。なお、申請時の活動内容に軽微な変更が



あった場合は、活動実施報告書（様式 3）に変更後の内容を記入してください。 
 

⑥謝礼金の振込み 

 報告書等の提出後、各講師及び講師助手の口座に仙台市が直接謝礼金を振り込みます。 

７．支援金額 

１件あたり、講師１人につき 5,000 円、講師助手１人につき２,５00 円 

※実際の振込額は所得税分を控除し、講師 4,500 円、講師助手 2,250 円となります。 

 

８．支援上限 

１校あたり３0,000 円まで 

 

※支援金額の上限までであれば、制度を利用する件数は自由です。 

 【例】●講師２人、講師助手 2 人での活動を２件申請 

      （5,000 円×2 人＋2,500 円×2 人）×2 件＝30,000 円 

    ●講師１人での活動を４件と、講師２人での活動を 1 件申請 

      （5,000 円×１人）×４件＋（5,000 円×２人）×1 件＝30,000 円 

 

※ この支援制度は講師に対する謝礼金の一部のみが対象となりますので、その他必要な教材等 

の準備は主催者においてお願いします。 

 

 教材等の貸出し 

  仙台市環境交流サロン（TEL 214-1233）では次の環境学習用の教材を貸し出しています。 

 

   ・紙すきセット（４０セット）   ・棒温度計（４０本） 

 ・ルーペ（４０個）        ・双眼鏡（２０個 ６倍） 

 ・星座板（４０枚）        ・クリアバッグ（４０個） 

 ・顕微鏡（５台 ５０・２００・３００倍） 

 

 

 

 

※ ご不明な点がございましたら、下記の問合せ先へご連絡ください。 

※ 申請書等の様式については仙台市ホームページ「学校向け環境学習情報サイト」からダウン

ロードすることもできます。同サイトでは学校の授業・活動で活用できる環境学習の支援制度

や情報を紹介していますので、ぜひご覧ください。 

ＵＲＬ：http://www.city.sendai.jp/kankyou/toshisuishin/ee/school.html 

 

  問合せ先 

    仙台市環境局環境部環境都市推進課（環境交流サロン） 

    〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目 7－17 小田急仙台ビル９Ｆ 

    TEL 214-1233   FAX 214-8210 

    e-mail kan007130@city.sendai.jp 


